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₁₂
月
定
例
会
の
予
定

※
各
日
、
午
前
10
時
開
会
予
定
で
す
。

※
議
場
は
、
本
庁
舎
の
４
階
で
す
。

※ 

日
程
は
、
定
例
会
初
日
に
正
式
に
決

定
さ
れ
る
た
め
、
都
合
に
よ
り
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ル
の
仕
組
み
の
確
立
に
向
け
た
取
組
を

進
め
る
こ
と
。

編

集

委

員

　

今
年
は
１
か
月
ほ
ど
の
間
に
２
つ
の

台
風
が
関
東
地
方
に
襲
来
し
、
各
地
に

爪
痕
を
残
し
た
。
１
つ
は
千
葉
市
付
近

に
上
陸
し
た
台
風
1⓹
号
。
千
葉
県
に
大

規
模
な
停
電
と
断
水
を
引
き
起
こ
し
た
。

そ
の
復
旧
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
２

つ
目
の
台
風
19
号
が
伊
豆
半
島
に
上
陸
、

首
都
圏
を
直
撃
、
関
東
・
東
北
地
方
を

縦
断
し
、
河
川
の
氾
濫
等
に
よ
り
⓼0
人

以
上
の
死
者
・
行
方
不
明
者
を
出
し
た
。

台
風
は
、
19
号
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に

南
海
上
の
海
面
水
温
が
30
度
以
上
で

「
急
速
強
化
」
と
呼
ば
れ
、
急
激
な
発

達
を
遂
げ
る
。
日
本
近
海
も
海
水
温
が

27
度
以
上
も
あ
り
、
勢
力
を
保
っ
た
ま

ま
上
陸
し
た
た
め
広
範
囲
に
大
雨
を
降

ら
せ
た
。
地
球
温
暖
化
が
進
め
ば
大
気

中
に
保
持
さ
れ
る
水
蒸
気
の
量
が
増
大

し
、
よ
り
強
力
な
台
風
と
な
る
。
今
こ

そ
温
暖
化
対
策
を
考
え
る
時
で
あ
る
。
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９
月
定
例
会
の
最
終
日
に
、
議
員
提

出
議
案
の
意
見
書
２
件
が
提
出
さ
れ
、

審
査
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

可
決
さ
れ
た
意
見
書
は
、
内
閣
総
理

大
臣
を
は
じ
め
、
関
係
行
政
庁
等
に
送

付
さ
れ
ま
し
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

高
齢
者
の
安
全
運
転
支
援
と
移
動

手
段
の
確
保
を
求
め
る
意
見
書

１　

自
動
ブ
レ
ー
キ
や
ペ
ダ
ル
の
踏
み

間
違
い
時
の
急
加
速
を
防
ぐ
機
能
な
ど
、

ド
ラ
イ
バ
ー
の
安
全
運
転
を
支
援
す
る

装
置
を
掲
載
し
た
「
安
全
運
転
サ
ポ
ー

ト
車
」︵
サ
ポ
カ
ー
Ｓ
︶や
後
付
け
の「
ペ

ダ
ル
踏
み
間
違
い
時
加
速
抑
制
装
置
」

の
普
及
を
一
層
加
速
さ
せ
る
と
と
も
に
、

高
齢
者
を
対
象
と
し
た
購
入
支
援
策
を

検
討
す
る
こ
と
。

２　

高
齢
運
転
者
に
よ
る
交
通
事
故
を

減
ら
す
た
め
、
自
動
ブ
レ
ー
キ
な
ど
を

備
え
た
「
安
全
運
転
サ
ポ
ー
ト
車
」︵
サ

ポ
カ
ー
Ｓ
︶
に
限
定
し
た
免
許
の
創
設

や
、
走
行
で
き
る
場
所
や
時
間
帯
な
ど

を
制
限
し
た
条
件
付
き
運
転
免
許
の
導

入
を
検
討
す
る
こ
と
。

３　

免
許
を
自
主
返
納
し
た
高
齢
者
が

日
々
の
買
い
物
や
通
院
な
ど
に
困
ら
な

い
よ
う
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
や
デ
マ

ン
ド
︵
予
約
︶
型
乗
合
タ
ク
シ
ー
の
導

入
な
ど
「
地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
地
方
自
治
体
な
ど
が
行
う
、
免

許
の
自
主
返
納
時
に
お
け
る
、
タ
ク

シ
ー
や
公
共
交
通
機
関
の
割
引
制
度
な

ど
を
支
援
す
る
こ
と
。

太
陽
光
発
電
の
適
切
な
導
入
に

向
け
た
制
度
設
計
と
運
用
を
求

め
る
意
見
書

１　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置

法
に
基
づ
く
事
業
計
画
の
認
定
に
当
た

り
、
一
定
規
模
以
上
の
案
件
に
つ
い
て

は
、
地
域
住
民
・
自
治
体
・
自
然
保
護

関
係
の
専
門
家
を
交
え
た
事
前
説
明
を

発
電
事
業
者
に
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、

そ
の
具
体
的
な
手
続
を
事
業
計
画
策
定

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
明
記
す
る
な
ど
、
地

域
の
環
境
保
全
と
地
域
経
済
へ
の
貢
献

を
明
確
に
す
る
の
に
住
民
と
の
関
係
構

築
の
た
め
に
必
要
な
取
組
を
行
う
こ
と
。

２　

太
陽
光
発
電
設
備
が
災
害
時
に
斜

面
崩
落
を
誘
発
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

急
傾
斜
地
以
外
の
斜
面
に
設
置
さ
れ
る

場
合
も
含
め
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
斜

面
設
置
に
係
る
技
術
基
準
の
見
直
し
を

早
急
に
行
い
、
防
災
上
の
基
準
・
照
り

返
し
な
ど
周
辺
環
境
に
配
慮
し
た
環
境

基
準
を
設
定
し
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト

に
取
り
入
れ
る
こ
と
。

３　

発
電
事
業
終
了
後
に
太
陽
光
発
電

設
備
の
撤
去
及
び
適
正
な
処
分
が
確
実

に
行
わ
れ
る
よ
う
、
発
電
事
業
者
に
よ

る
廃
棄
費
用
の
積
立
て
の
仕
組
み
、
回

収
さ
れ
た
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
リ
サ
イ
ク

日　　程 議　　　事
㆒㆒月㆓⓺日㈫ 開会、議案説明

㆓⓽日㈮ 議案に対する質疑
㆒㆓月５日㈭ 文教福祉委員会

６日㈮ 総務委員会
９日㈪ まちづくり委員会
㆒㆒日㈬
㆒㆓日㈭
㆒叅日㈮

一般質問

㆒⓽日㈭ 委員長報告、採決、閉会


